
仕  様  書 

 

１．委託業務番号  令和７年度 長都計第000756号 

２．委託業務名称  豊公園観桜期臨時電灯配線設置撤去委託業務 

３．委託業務場所  長浜市公園町 

４．履 行 期 間（全体） 令和８年３月９日から令和８年４月２４日まで 

 

５．委託業務内容 

 ⅰ．業務の構成 

     本件業務は以下の２つの業務によって構成されている。 

① 豊公園観桜期臨時電灯配線設置業務（以下「設置業務」という。） 

 豊公園の桜（標準木）が「開花」する前に臨時電灯（ぼんぼり）等を設置 

する。 

  設置業務履行期間：令和８年３月９日から令和８年３月３１日まで 

 ※開花が遅れても、３月３１日までには設置業務を完了する必要がある。 

 

② 豊公園観桜期臨時電灯配線撤去業務（以下「撤去業務」という。） 

 豊公園の桜が見頃を過ぎた時期に、速やかに臨時電灯（ぼんぼり）等を撤 

去する。 

 撤去業務履行期間：令和８年４月１日から令和８年４月２４日まで 

※撤去業務の実施時期は桜の開花状況から、委託者が判断し、受託者との 

協議によって、撤去業務履行期間内の日を撤去作業日（期間）として決 

定する。 

 

 ⅱ．事前協議 

（１） 業務の実施に先立ち、実施体制、全体工程等の必要な事項をまとめた業務計画書を

提出すること。 

※撤去業務については前述のとおり作業日を事前に確定できないため、令和８ 

年４月１７日を作業開始日として工程を作成すること。 

 

 ⅲ．設置業務について 

（１）本業務の作業概要は以下のとおりとする。 

（Ⅰ）－ⅰ 電力線（分電盤および幹線）の配線（２５７ｍ） 

※ 原則として、幹線の架空高さは３．５ｍ以上とし、特に長浜城歴史博物館前通

路においては、緊急車両が通過できるように十分な架空高さを確保しなけれ

ばならない。ただし、現場条件により３．５ｍ以上を確保できない場合は、現

場協議を行い、監督員の承認を得ること。 



（Ⅰ）－ⅱ 絶縁電線（臨時電灯をつける電線）の配線及び補修（９５０ｍ） 

※ 原則として、電線の架空高さは３．５ｍ以上とする。また、樹木等に付ける架

空線引留め部は碍子を使用し架空線がたわまぬよう引張させ、絶縁処理を行

うとともに、樹木等への影響を十分配慮した施工をすること。 

（Ⅰ）－ⅲ 電灯取付部補修及び加工 

※ 電灯取付部について、経年劣化や電蝕等による不良箇所がある場合は適宜、補

修を施すこと。 

（Ⅰ）－ⅳ 臨時電灯・電球の取付（電灯数：１２５個） 

※ 臨時電灯・電球の架空位置について、樹木等の干渉が無いように樹木の主幹の

半径１ｍ以内にぼんぼりが入らないよう電線の位置を調整し、架空すること。 

（Ⅱ） 放送設備の配線（１５４ｍ） 

※ 豊公園管理事務所から屋外スピーカーまでの配線を行う。（スピーカーは分電

盤Ｃの位置に設置済。また、スピーカー接続端子を管理事務所・スピーカー側

に各１個ボックス設置済） 

※ 原則として、配線の架空高さは３．５ｍ以上とし、特に長浜城歴史博物館前通

路においては、緊急車両が通過できるように十分な架空高さを確保しなけれ

ばならない。ただし、現場条件により３．５ｍ以上を確保できない場合は、現

場協議を行い、監督員の承認を得ること。 

（２） 設置業務完了報告 

作業終了後、配線状況及び補修個所等の写真を添付した業務完了届を提出し、完 

了検査を受けるものとする。 

 

 ⅳ．撤去業務について 

（１） 本業務の作業概要は以下のとおりとする。 

（Ⅰ）－ⅰ 電力線の撤去 

（Ⅰ）－ⅱ 絶縁電線の撤去 

（Ⅰ）－ⅲ 電灯取付部補修及び加工（電灯取付部２００箇所） 

（Ⅰ）－ⅳ 電灯、電球の撤去（電灯数：１２５個） 

（２） 撤去業務完了報告 

作業終了後、撤去備品・収納状況等の写真を添付した業務完了届を提出し、完 

了検査を受けるものとする。 

 

ⅴ．設置期間中の対応について 

 観桜（ぼんぼり点灯）期間中に受託者の責任に帰すべき故障（臨時電灯が点灯しな 

い、著しく電線が垂れ下がる等）が生じた場合は、早急に修繕を行い、委託者に報 

告すること。また、その他の理由による故障等のトラブルが生じた場合は、委託者 

と協議を行い、早急に対応するものとする。 



６．留 意 事 項 

（１）本業務は、公園施設及び公園利用者の安全確保に対し十分留意して行い、適用を受 

ける関係法令、条例等を遵守し、業務の円滑な実施に努めること。 

（２）作業中は身分証を携帯して作業に従事すること。 

（３）委託者に緊急連絡先（電話番号等）を報告すること。 

    ※契約期間中、平日・休日に限らず午前9時半～午後6時半までは、連絡が取れる 

ようにしておくこと。 

（４）ぼんぼり、電球、電灯ソケット（絶縁電気線）、電力線及び碍子等については、豊 

公園旧倉庫及び豊公園新倉庫内に保管している市有資材（市の備品類）を使用する 

こと。また、撤去業務後には、当該資材を元の場所に戻して整理収納しておくこと。 

なお、監督員から特段の指示がある場合は、この限りではない。 

（５）その他、業務実施にあたり必要な事項は、監督員の指示に従うこと。 

（６）本件は設置業務と委託業務のそれぞれが完了するごとに支払いを行うものとする。 

なお、各支払額は、契約総額に対して市が指定する比率・条件で求めた金額とする。 

 

【参考情報１】 

ぼんぼり（２種類あり）                  LED電球（IP65防水・防塵） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

絶縁電気線（電灯ソケット＋絶縁電気線）   

                                ぼんぼり点灯状態 
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碍子                 ぼんぼり設置状態 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参考情報２】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（詳細は別紙「配置平面図」参照） 

豊公園 

臨時電灯設置区域 

長浜駅 

琵琶湖 


